
薬事日報　薬学生新聞

　これまで薬の効果について様々な角度
から考察してきました。今回は、効果は
効果でもプラセボ効果のお話です。プラ
セボとは有効成分を含まない偽薬のこ
と。理論上は何の治療効果も期待できな
いものですが、実際には治療上、有益な
効果が得られることがあり、これをプラ
セボ効果と呼びます。
　それほど大きな効果ではない、あるい
は単に偶然の産物なんじゃないの？と思
われる方も多いでしょう。ところがエビ
デンスを紐解いていくと、軽視できない
プラセボ効果の存在が垣間見えてくるの
です。
　例えば、咳が出ている２～47カ月の
乳幼児を対象としたランダム化比較試験

（P M I D : 25347696）では、治療をしな
かった群と比べてプラセボを投与した群
で、咳の頻度や重症度が統計学的にも有

意に減少しました。
　慢性的な腰痛を感じている人を対象と
したランダム化比較試験（P M I D : 
27755279）では、通常ケアのみを行っ
た群に比べて、通常ケアに加えてプラセ
ボを服用した群で、３週間後の痛みが統
計学的にも有意に減少しました。この研
究で興味深いのは、自分が飲んだ薬がプ
ラセボだと知らされた上で服用している
点です。それでもプラセボ効果が発現し
得ることが示唆されているのです。
　プラセボ効果は外科的な手術でも起こ
り得ます。狭心症患者を対象に、冠動
脈の狭窄を広げる手術をする群と、ニ
セの手術（プラセボ手術）をする群を
比較したランダム化比較試験（P M I D : 

29103656）では、６週間後の運動能
力に有意な差を認めませんでした。つ
まり、術後の症状改善の多くは、プラ
セボ効果による可能性があるということ
です。
　これまで「効果」という言葉を当たり
前のように使ってきましたが、薬その
ものの厳密な効果を「効能（Efficacy）」
と呼びます。しかし、実際には自然治癒
や、服薬という行為に付随する様々な
健康関連行動が複合的に影響して臨床的
な「効果（Effectiveness）」を生み出し
ています。Effectivenessに占めるプラセ
ボ効果の影響は、僕らが想像しているよ
りも遥かに大きい可能性が示されている
のです。
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　国のリウマチ対策に薬剤師の役割が盛り込ま
れた。厚生労働省の審議会がまとめた報告書で
は、リウマチ専門医が不足している現状から、治
療薬の作用機序や副作用に習熟して患者に十分
な対応を行うよう促しているほか、薬効が鋭い生
物学的製剤の適正使用を推進する方向性も打ち
出されており、薬剤師に求められる専門性をリウ
マチ治療で発揮できるかどうかが試される。
　新たな関節リウマチ対策と全体目標を盛り込
んだ国の報告書では、リウマチ患者の疾患活動性
を適切な治療でコントロールし、長期的な生活の
質を最大限まで改善して継続的に社会生活に参
加することを全体目標に設定した。これら目標を
達成するため、専門的なメディカルスタッフを育
成する必要性を明記している。
　患者は主治医に病状や経過、薬の説明などを求
めているものの、リウマチ専門医の偏在と不足に
より、十分な対応が困難であると現状を指摘。こ
の状況を改善するため、リウマチの専門知識・技
能を持つ医師以外のスタッフによる患者ケアが
重要であるとし、薬剤師には高度化しているリウ

マチ治療薬とその作用機序、副作用を習熟することを求めた。
　診療の標準化・均てん化を進めることも必要とし、抗リウマチ薬
のメトトレキサートや生物学的製剤の適切な使用方法の普及、減薬
・休薬・中止に関する検討が不十分とし、国が関係学会と連携して
生物学的製剤の適正使用を推進すると共に、減薬などを検討すべき
としている。
　患者に対して適切な治療、薬剤、医療機関などに関する情報提供
の充実も欠かせないとし、国には自治体や関係学会などと連携して、
これら情報を医療者や患者・家族に提供することを求めている。
　さらに、研究開発の推進については、標的分子の制御による治療
手段や早期治療から始まる治療戦略は大きく進歩したものの、発症
のメカニズムや、骨破壊、軟骨破壊などを引き起こす分子機序や自
己免疫学的な機序の解明も不十分と指摘。国が関連学会と連携して
関節破壊の阻止や免疫学的な機序解明の研究を進め、治癒や予防研
究を推進する必要があるとした。
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　ＭＲ数が４年連続で減少している
ことがMＲ認定センターがまとめた
2018年版ＭＲ白書で明らかになっ
た。今年３月末段階のＭＲ総数が前
年比752人減の６万2433人となり、
14年度以降４年連続で500人以上
の減少と厳しい環境が続く。ＭＲの
新卒採用をしなかった製薬企業が増
え、薬剤師資格を保有するＭＲ数も
大幅に減少し、調査開始以来過去最
低数となった。新薬開発のトレンド
がバイオ医薬品にシフトし、相次ぐ
不祥事に国が販売促進活動のガイド
ラインを出す時代。そうした中、こ
れまで人海戦術で行ってきた医薬品
営業のあり方が大きく変わろうとし
ているのは確かだ。
　調査は、同センターに登録してい
る製薬企業194社とＭＲ業務委託・
派遣企業（ＣＳＯ）15社、卸１社の
210社から回答を得たもの。ＭＲ数
は14年度1095人減、15年度522人
減、16年度950人減と年々減少し、
この４年で3000人強が減った計算
になる。男性ＭＲは1000人減の５
万3185人となった一方、女性は248
人増の9248人となった。前回調査
で女性ＭＲは減少したものの、今回
増加に転じて過去最高となった。

　管理職でも、男性が625人減の
8140人となった一方、女性がこれ
までで最も多い87人増の255人と
なり、全体で566人少ない8395人
だった。
　企業別で見ると、内資製薬企業で
は0.3％減の３万6721人とわずかな
減少にとどまったが、外資製薬企業
は1.1％減の２万1973人、ＣＳＯは
9.5％減の3667人となった。卸は２
人増の72人となった。加盟団体別
ではジェネリック製薬協会が57人
減の3591人と、後発品が浸透する
中でもＭＲ数は減少している。
　薬剤師ＭＲは、前年比621人減の
5825人と大幅な減少となった。薬
剤師資格を保有する男性ＭＲは722
人減の4780人となった一方、女性
ＭＲは101人増の1045人となった。
ＭＲ総数に占める薬剤師ＭＲの比率
は9.3％と前年から0.9ポイント低下
し、10％を割り込んだ。
　一方、ＭＲの新卒採用を行ったの
は92社と前年に比べて５社減少し
た。中途採用を行った企業、定年退
職者のＭＲ再雇用で「再雇用した」

「定年を延長した」と回答したのは
共に129社と、前年から２社減少し
た。

ＭＲ総数が４年連続減少
薬剤師ＭＲは過去最低数に
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